
（1）　厚生労働省ＨＰ内の「労働局適用徴収業務支援システム（※１）（以下「ＲＳシステム」
という。）の仕様公開について」で公開している「インタフェース仕様書」（※２）
の内容に沿った形式により作成された電子ファイルを、電子申請の添付資料とし、
又は、ＤＶＤ（ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ＋Ｒ又はＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ） 、ＣＤ（ＣＤ－
Ｒ又はＣＤ－ＲＷ）へ保存してください。

（2）　上記（1）の厚生労働省ＨＰ内の「労働局適用徴収業務支援システムの
仕様公開について」の掲載場所は以下のＵＲＬとなります。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
roudoukijun/hoken/shiyou_koukai/
　なお、検索する場合には、厚生労働省ＨＰのトップページの右上の検索欄に「労働
局△仕様公開」と入力し、検索してください（△は全角スペースを表しています。）。

（3）　ＤＶＤ、ＣＤは、ウィルス対策ソフト等で事前にウィルスチェックを行ってください。
（4）　申告書内訳（電子）のデータ内容は、年度更新時に提出する申告書内訳（紙等）と
同じ内容です。
　ただし、第2種特別加入保険料に係る申告書内訳（組様式第6号（乙））及び第3種
特別加入保険料申告内訳（海特様式第1号）に係る内容は含みません。

（5）　ＤＶＤ、ＣＤのラベルには、以下について記載してください。
①　事務組合の名称
②　労働保険番号
※）全ての労働保険番号を記載してください（枝番号は不要）。なお、労働保険番号が複数になる
等により記載できない場合には、ラベルには「労働保険番号は別紙」とし、別紙に記載してく
ださい。

③　「令和7年度申告書内訳」の記載
④　作成日付
⑤　口座振替を行っている場合には「口座振替」と記載

（6）　提出されたＤＶＤ、ＣＤは返却いたしません。ＲＳシステムへの登録が終了し、保
存期間が満了した後に、都道府県労働局にて厳重に廃棄処理します。

申告書内訳（電子）の作成要領

（※１）労働局適用徴収業務支援システムとは、都道府県労働局において、事務組合から提出される申告書内訳等の受付、
審査等の業務処理を支援するシステムです。

（※２）インタフェース仕様書とは、システム間でデータのやり取りを行うための保存形式について記載されたものです。
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23 申告書内訳、申告書作成チェックポイント

　　�　労働保険料申告書の記入が終わりましたら、このチェックポイントで、もう
一度ご確認ください。

＜保険料・一般拠出金申告書内訳の作成について＞
□　労働保険料等算定基礎賃金等の報告からの転記ミスはありませんか？
□　労災保険率・雇用保険率に誤りはありませんか？
□　第１種特別加入者の算入漏れはありませんか？
□　第１種特別加入者の給付基礎日額に誤りはありませんか？
□　口座振替を利用している場合、１枚目の右上に朱書きで“口座”と書かれていますか？

＜申告書の作成について＞
□�　常時使用労働者数（④欄）、雇用保険被保険者数（⑤欄）は記入しましたか？
□�　法人番号（㉛欄）を記入しましたか？（既に印字されている場合、改めての記入は不要です。）
　　※P.14を参照してください。
□�　保険料・一般拠出金申告書内訳からの転記ミスはありませんか？

＜その他＞
□　各労働者について、雇用保険の加入漏れはありませんか？
　　※�保険料を納付していただいても、雇用保険資格取得届を公共職業安定所（ハローワーク）に

提出していない場合、雇用保険に加入していないことになります。


